（添付資料ⅰ）


申請に係る実演が未管理公表著作物等に該当すること及び利用の可否に係る著作隣接権者の意思が確認できなかったことを疎明する資料

本件申請に係る実演「〇〇」について、１．のとおり、著作権法第103条において準用する同法第67条の３第２項に規定される未管理公表著作物等に該当することを確認した。また、２．のとおり、当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作隣接権者の意思を確認するための措置をとったが、その意思を確認することができなかった。

１．申請に係る実演が未管理公表著作物等に該当することについて
（１）公表著作物等であることの確認



（２）著作権等管理事業者による管理が行われていないことの確認



（３）利用の可否に係る著作隣接権者の意思を確認するための情報が表示されていないことの確認
以下のとおり実演の周辺の確認やウェブサイトの閲覧等を行ったが、利用の可否に係る著作隣接権者の意思を確認するための情報が表示されていることは確認できなかった。
ア　実演の周辺の確認



イ　インターネット上の検索サービス等を用いて検索し、著作隣接権者が開設していることが想定されるウェブサイトや著作隣接権者の委任を受けて権利者情報を掲載していることが想定されるウェブサイトを閲覧すること


ウ 分野横断権利情報検索システムで検索し、確認すべきウェブサイトとして表示されたものを閲覧すること



２．当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作隣接権者の意思を確認するための措置をとったが、その意思を確認することができなかったことについて




